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Ⅰ　は じ め に

　平成 27 年 9 月 30 日，改正労働者派遣法が施行
された。今回初めて同法で「キャリア形成」に関
する事項が定められ，派遣元事業主に派遣労働者
のキャリア形成支援を課し，派遣先に対しても，
派遣労働者の職務遂行状況や能力の向上度合いな
どのキャリア形成支援に必要な情報を提供する努
力義務等が定められた。しかし，これまでと同じ
ように「一時的・臨時的雇用」と位置づける派遣

労働者を「キャリア形成」するという，論理的に
かなり難しい状況を派遣元に要請することになっ
ている 1）。
　派遣労働者の全雇用者に占める割合はわずか
2.2％，非正規雇用に占める割合では 6.4％ 2）でし
かなく，労働市場に対する量的な影響はそれほど
大きくはない。しかし，派遣労働で「キャリア形
成」を行う意義は 3 つ考えられる。1 つは，派遣
労働者の就業年齢が相対的に若く，近年年齢層が
上がってきているものの，44 歳までの労働者割
合が 6 割を超えていることである（図 1）。若年期
の職業能力開発は，いうまでもなく重要であり，
その後のキャリア形成に大きな影響を与える。若
年労働者は正規雇用へ乗り入れしやすいというこ
ともある。2 つめは，派遣労働は業務（ジョブ）
ごとに賃金相場がある程度決まっており 3），ジョ
ブの概念がはっきりしていることである。事務職
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の中でも，経理や貿易事務など専門的なキャリア
を積む事務職がみられるようになってきており，
ジョブ型 4）のキャリア形成が出来る可能性があ
る。3 つめは，派遣労働は許可制 5）により事業が
実施されるという特殊な働き方でもあり，法や政
策の方針が実現しやすいということがある。将来
的に，派遣労働のキャリア形成や能力開発のあり
方が，同じ外部労働市場に位置する他の非正規雇
用者やジョブ型の正社員層にも波及していく可能
性も秘めている。
　これまで派遣元の関心は派遣先に自社の派遣社
員をいかにマッチングさせるかという「需給調
整」にあり，派遣労働者のキャリア形成や能力開
発は，一部の熱心な派遣元を除き，余力で行う類
の事業であった。しかし，労働力人口の減少によ
り，派遣元にとってもスキルを持つ人材を獲得し
て，マッチングするというビジネスモデルが困難

になりつつあり，必要な人材は育成しなければな
らない状況に直面している。
　とはいえ，派遣労働者の「キャリア形成支援」
といわれても何をどのようにすればいいのかわか
らない，という派遣元の声も多い。考えてみれば，
日本におけるキャリア形成の中心は正社員であ
り，企業内部で展開されてきた。正社員のキャリ
ア形成は長期雇用を前提として，水平の「異動」
と垂直の「昇進・昇格」により実現されてきた（小
池 1991，2005；小池・中馬・太田 2001；佐藤 2001 等）。
他方，外部労働市場に位置する労働者のキャリア
形成については，自助努力で築き上げるしかない。
　改正派遣法では，「キャリア形成支援」は，①

「段階的・体系的に必要な知識や技能を習得する
ための教育訓練」と②「希望者に対するキャリア
コンサルティング」を，③「有給・無償」で④「全
ての派遣労働者を対象」に実施することが派遣元

論　文　派遣労働者のキャリア形成支援

図 1　派遣労働者の年齢階級別割合の推移
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注：1）15 ～ 24 歳で就学の傍ら働いている者は除いている。
　　2）東日本大震災の関係で 2011 年の雇用形態別，年齢階級別人数は公表されていない。
出所：総務省統計局「労働力調査」。
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に求められている。
　本稿では，キャリア形成支援の根幹となる①教
育訓練と②キャリアコンサルティングを中心に，
その効果と課題を考察する。構成は，Ⅱで先行研
究から，派遣労働のキャリア形成に関する議論や
必要な考えについて整理する。その上で，Ⅲでは
ヒアリング調査から教育訓練，キャリアコンサル
ティングや，キャリアラダーと賃金との連動につ
いて掘り下げたい。最後にⅣでまとめ，派遣労働
者のキャリア形成支援の今後の課題について論じ
たい。
　なお，本稿で用いる「キャリア」は「職の連鎖」
を意味し，それによって第一に職業能力が向上す
ること，第二にそれにより賃金が上昇することを

「キャリア形成」，そして最終的に自身が希望する
キャリアを歩めるように支援していくことが，「キャ
リア形成支援」であると整理しておきたい。

Ⅱ　派遣労働者のキャリア形成に必要な
考え─先行研究から

1�　派遣労働者のキャリア形成が難しいとされる理由：
教育訓練投資の回収の問題

　派遣労働者のキャリア形成が難しいとされる理
由は 3 つ考えられる。第一に，非正規雇用は概し
て勤続年数が短く，教育訓練投資をしても回収で
きないリスクがあるため，教育訓練が忌避される
傾向にある 6）。実際に，諸外国の研究では，非正
規雇用の労働者が職業訓練を受ける機会が少ない
ことがわかっている 7）。JILPT（2014）の調査からは，
派遣労働者の勤続年数は他の非正規雇用に比べて
も短いことが明らかになっている 8）。平均値で比
べると「パート・アルバイト」は 3.1 年，「契約社
員」は 3.0 年，「派遣社員」は 1.6 年である。また，
雇用契約期間の短さも特徴的で，「1 年未満」の
割合が「派遣社員」は 59.7％と高い（「パート・ア
ルバイト」31.5％，「契約社員」21.9％）9）。
　第二に，派遣労働では，職場（派遣先）と，雇
用主（派遣元）が異なり，三者関係であるために
計画的な OJT を行うことが難しく，派遣元で供
給可能な教育訓練は Off-JT に限られてしまうこ

とがある。また，Off-JT は一般的技能が中心とな
り，転職の可能性を高めるため，派遣元は教育訓
練投資を忌避するようになる。
　第三に，特に登録型派遣にあっては，派遣労働
者は複数の派遣元に登録している場合も多いた
め，必ずしも教育投資をした派遣元と雇用関係を
結ぶとは限らない。派遣元からすればせっかく投
資しても派遣料金によって回収出来ない可能性が
あり，教育訓練投資を忌避することになる 10）。
　上記に派遣労働でキャリア形成が難しいとされ
る理由を挙げたが，派遣労働の中でも技術者派遣
においては能力開発やキャリア形成が行われてい
る実態がある。技術者派遣は，常用型派遣である
場合が多く，派遣元で長期雇用される。そのため，
教育訓練投資の回収が比較的期待出来る。
　表 1 は JILPT（2010b）の調査から，派遣元に
きいた教育訓練の効果である。「IT 技術・クリエ
イティブ，専門職系」では，「派遣社員の付加価
値を上げ，より高い派遣料金で派遣することがで
きる」の割合が高い。設計などに従事する技術者
は，派遣先での仕事の広がりを前提として，担当
する工程の幅を徐々に広げ，仕事内容を高度化さ
せるようなキャリアを歩む傾向がある 11）。技術系
の派遣元では，スキルレベルと派遣料金単価は，
業務レベルを介してつながっており，一番下と一番
上の業務レベルで派遣単価の差は倍程度になる 12）。
このように，技術者派遣では，派遣元が派遣労働
者の付加価値を高めて派遣料金に反映させ，教育
訓練投資を回収出来るしくみになっている。また，
派遣労働者のキャリアの伸長を考えて，35 歳く
らいまでの若手を中心に，派遣先を「ローテー
ション」する事例もみられる。「3 年」を目安に
派遣先をローテーションすることによって，企業
横断的な経験を有する人材を育てている 13）。
　一方，表 1 から「オフィスワーク系」や「製造
業務系」をみると，「派遣社員の付加価値を上げ，
より高い派遣料金で派遣することができる」とす
る割合は「IT 技術・クリエイティブ，専門職系」
に比べて低く，「満足度を高めることができる」や

「能力向上に対する派遣社員の希望に答えられる」
が高くなっている。
　JILPT（2010a）の事例でも，特に大手事務系の
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派遣元ではさまざまな研修メニューやキャリアカ
ウンセリング 14）を実施しているが，これらの教
育訓練は，基本的には派遣労働者の付加価値の高
まりを見込んで行われているわけではないことが
わかっている。それでも，さまざまな研修メニュー
等を展開する理由は，新規もしくは既存の優秀な
人材を「惹きつけ」「つなぎとめる」ことにあり 15），
満足度を高めて定着率を上げるという，どちらか
といえば「福利厚生」的な意味合いが強い。
　このように，派遣元にとって教育訓練投資をど
のように回収するかという問題は不可避である。
技術系派遣元では付加価値を高めて派遣単価を上
昇させることにより回収しているが，それ以外の
派遣業務では，いかにこのサイクルを作り出せる
か，あるいは別の回収方法を見出せるかが課題と
なる。

2�　派遣労働はキャリアの入口から出口までで何が
出来るか

　派遣労働がキャリア形成にどのような役割を果
たせるのか，派遣労働者のキャリアを入口から出
口まで分解して考えるとわかりやすい。
　入口については，業務未経験者であっても入職
しやすく，キャリアへの足がかりが作りやすいこ
とがわかっている 16）。派遣元も業務未経験者を経

験者に転じさせて派遣できるようにしたいと考え
ているため，入職のハードルは低く，迅速なマッ
チングが行われる。特に，高校卒業後，工場のラ
インや販売といった非事務職で初職をスタートさ
せた人が，その後派遣で事務職に転じキャリア形
成していくといったケースがみられる 17）。また，
派遣労働者調査の定量的分析から，派遣労働で
キャリア形成が可能と思っている者は，年齢が若
い，非正規雇用の経験年数が長い，派遣先勤続期
間が短い，定型的業務に就いているといった傾向
がみられている 18）。このように派遣労働では，業
務未経験の状態からキャリアのきっかけが摑め，
特に初期のキャリア形成に一定の効果がある。
　次に，出口については，派遣労働から出るか，
留まるかの二択である。前者は，派遣先で直接雇
用化，正社員登用されることが考えられる。後者
は，派遣のまま，より高い賃金で雇用がつながっ
ていくような，スペシャリストとしてのキャリア
を積んでいくことが考えられる。入口の時より
キャリアアップして，出口に到達するのが理想で
ある。
　JILPT（2010b）の派遣元調査からは，「引き抜
き」（通常派遣の契約期間満了後に派遣先の直接雇用
に転換する）によって派遣先の直接雇用になった
派遣労働者の数は，紹介予定派遣の 3 倍程度存在

論　文　派遣労働者のキャリア形成支援

注：1）「特定派遣」とは「特定労働者派遣事業」のことで，その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。
2）「一般派遣」とは「一般労働者派遣事業」のことで，特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業で，「登録型派遣」と呼ばれる。

出所：JILPT（2010b）「派遣元調査」。

表 1　派遣元にきいた教育訓練の効果（複数回答） （単位：％）

n

派遣社員
の満足度
を高める
ことがで
きる

派遣会社
としての
イメージ
が上がる

派遣社員
の登録者
数を増や
す

派遣社員
の定着率
をあげる

派遣社員
の質を一
定以上の
レベルに
保つ

派遣社員
の付加価
値を上げ，
より高い
派遣料金
で派遣す
ることが
できる

派遣社員
に紹介す
る仕事が
増える

能力向上
に対する
派遣社員
の希望に
答えられ
る

派遣社員
のキャリ
ア意識を
高めるこ
とができ
る

その他 無回答

特定派遣　注 1） 844 33.2 33.6 4.1 34.5 68.7 27.1 18.5 26.4 35.8 3.4 10.4

一般派遣　注 2） 776 43.6 38.9 11.1 49.2 74.9 25.1 31.1 32.9 40.2 2.7 3.9

主な派遣業務
　　オフィスワーク系 236 53.8 38.6 16.1 48.7 75.4 23.3 33.5 44.1 45.8 3.8 2.5

医療・福祉系 23 73.9 30.4 8.7 52.2 82.6 17.4 21.7 43.5 43.5 4.3 －

営業・販売系 61 41.0 41.0 8.2 47.5 75.4 29.5 29.5 37.7 50.8 1.6 6.6

IT 技術・クリエイティブ，
専門職系 124 37.9 37.9 8.9 35.5 71.0 37.1 21.8 33.9 38.7 2.4 4.0

製造業務系 222 36.0 39.6 7.7 58.1 71.2 16.7 29.3 20.3 32.9 2.3 5.9

軽作業系 80 36.3 42.5 10.0 53.8 82.5 33.8 46.3 22.5 41.3 2.5 1.3
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することが明らかになっている。「引き抜き」は，
紹介予定派遣での派遣期間（最長 6 カ月）よりも
結果的に長くモニターすることで，派遣先は職場
との相性を慎重に見極めることが出来ると考えら
れる 19）。ただ，「引き抜き」は，通常派遣であって
転換までの期間を区切っていないため，ズルズル
と働き続けた結果，転職の機会を失ってしまう可
能性もあり，辞めるか留まるかの見極めが重要に
なる。今回の派遣法改正では，派遣先にはキャリ
ア形成支援に必要な情報や，正社員等の募集情報
を提供する義務が課せられており，今後ミスマッ
チが減ることが期待される。
　最後に，入口から出口にかけての「途中」の部
分についてである。今回の法改正の「キャリア形
成支援」は主にこの「途中」部分を充実させるた
めのものであり，派遣元には，体系的・段階的な
職業能力開発のための教育訓練を行うことと，出
口に向けてキャリアの意識，方向性を持たせる
キャリアコンサルティングのしくみの構築が求め
られている。
　表 2 は，JILPT（2010b）の派遣元調査からみ
た教育訓練の実施割合である。一般派遣で割合が
高いのは「派遣前研修」「コンプライアンス研修」

「情報保護に関する研修」で，半数以上の派遣元

で実施している。しかし，これらの教育訓練の性
格を考えると，キャリア形成というよりも，派遣
先での就業にあたって最低限必要な知識といえ
る。キャリア形成に資する教育訓練と認識される

「職能別研修」をみると，「医療・福祉系」「営業・
販売系」といった専門職での割合が高く，「製造
業務系」や「軽作業系」での割合が圧倒的に低い。

「IT 技術・クリエイティブ，専門職系」の割合は
それほど高くないが，表 3 の派遣労働者調査 20）か
らみると，「IT 技術・クリエイティブ，専門職系」
は，「職能別研修」や「ビジネススキル研修」な
ど，全般的に他の業務に就く者よりも教育訓練を
受ける割合が高い傾向にある。
　設計などの技術系大手派遣会社の事例調査 21）で
は機械系，電気系，システム系の 30 近い講座を
全国の研修施設で行っている。技術者はキャリア
意識が強いため，自習ツールを提供することも重
要であり，各拠点やイントラネット，e ラーニン
グを通じて自習をフォローできるような体制も作
られている。受講履歴は人事情報として登録され，
賃金グレードの上昇や次の派遣のマッチングの際
に考慮される材料になっている。
　一方，教育訓練の割合が低い業務分野は，表 2，
表 3ともに「製造業務系」や「軽作業系」である。

注：全体よりも 10 ポイント以上あるいは 10 ポイント以下の数値に網かけしている。
出所：JILPT（2010b）「派遣元調査」。

表 2　派遣元における教育訓練の実施割合（複数回答） （単位：％）

n

初級
OA ス
キル研
修

上級
OA ス
キル研
修

語学研
修

職能別
研修

ビジネス
スキル
研修

ビジネス
マナー
研修

情報保
護に関
する研
修

コンプラ
イアンス
研修

派遣前
研修

公的資
格取得
に関す
る研修

e ラー
ニング

提携ス
クール
の割引
制度

通信教
育の費
用補助
制度

キャリア
カウンセ
リング・
キャリア
セミナー

特定派遣 844 20.3 14.6 8.2 20.3 28.0 34.0 41.0 41.7 49.4 17.9 13.3 7.6 17.5 10.7

一般派遣 776 39.4 21.9 9.4 16.8 27.8 43.6 50.5 50.6 67.1 12.8 13.9 15.9 11.9 14.4

主な派遣業務
　　オフィスワーク系 236 61.9 44.9 14.0 22.0 34.3 60.6 69.9 67.4 66.1 17.8 28.0 29.2 17.8 22.0

医療・福祉系 23 26.1 13.0 8.7 34.8 43.5 69.6 52.2 43.5 87.0 8.7 4.3 21.7 21.7 13.0

営業・販売系 61 24.6 8.2 8.2 39.3 34.4 57.4 52.5 54.1 73.8 13.1 16.4 14.8 13.1 16.4

IT 技術・クリエイティブ，
専門職系 124 31.5 21.0 12.1 19.4 31.5 46.8 56.5 50.8 54.8 14.5 14.5 9.7 14.5 12.1

製造業務系 222 28.4 8.1 4.1 4.5 18.0 22.5 31.1 38.7 69.8 5.9 2.3 5.4 5.0 7.2

軽作業系 80 35.0 6.3 6.3 8.8 20.0 31.3 40.0 38.8 68.8 13.8 6.3 12.5 7.5 11.3

派遣社員数
　　10 人未満 87 21.8 6.9 5.7 10.3 14.9 21.8 37.9 49.4 58.6 12.6 6.9 6.9 8.0 8.0

10 ～ 29 人 197 34.0 12.7 2.5 9.1 22.3 34.5 44.2 43.1 59.9 7.6 6.1 3.6 10.2 7.1

30 ～ 99 人 247 34.4 19.8 10.9 18.6 32.0 50.2 49.8 50.6 69.6 13.0 11.7 15.4 14.2 14.6

100 人以上 227 55.9 38.3 14.5 23.8 32.6 53.3 61.7 58.1 73.6 16.7 25.6 30.0 13.2 22.9
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製造業務の大手派遣会社では，派遣前研修として
ビス打ちやハンダごての使い方など，派遣先が要
望するメニューによって実施する事例もあるが，
このような教育訓練を行っている製造業務系の派
遣会社は少ない。製造業務で必要とされる技能は

「工場ラインに依存する」「極めて企業特殊能力」
であり，派遣元で教育訓練出来ることは限られる
という 22）。また「キャリアカウンセリング・キャ
リアセミナー」についてみると，表 3 ではわずか
1.8％であり，ほとんどの派遣労働者は受けてい
ないが，中でも，製造業務系での割合が低いこと
がわかる。
　表 2 からは，規模が小さな派遣元で，教育訓練
実施の割合が低い傾向がみられる。「e ラーニン
グ」「提携スクールの割引制度」「キャリアカウン
セリング」などは，外部委託事業となることも多
く，一定数以上の派遣労働者がいないと規模の効
果が得られず，導入出来ない場合もある。

Ⅲ　派遣労働におけるキャリア形成支援
の実態

　本章では，キャリア形成支援の核となる「教育
訓練とキャリアコンサルティング」「キャリアラ
ダーの策定と賃金の連動」「体系的なキャリア形
成支援」の 3 つについて，ヒアリング調査からみ
ていくことにする。ヒアリング調査（JILPT�2010a）

は 2009 年に 14 社に実施し，そのうちの 2 社（B
社と G 社）については，2016 年 3 月にこの間の変
化を捉えるために追加調査を実施した 23）。なお，
B 社は大手総合事務派遣会社，G 社は接客・接遇
を中心とした中堅資本系の専門事務派遣会社であ
る。

1　教育訓練とキャリアコンサルティング

　ここでは派遣労働者のキャリア形成に直接関係
がある職種別の専門業務の研修と，キャリアコン
サルティングをとりあげて，事例をみていくこと
にする。
　（1）専門業務の研修
　専門業務の研修は，専門性が細分化していくた
めに，個人のレベルやニーズに合わせてメニュー
を作っていくことが難しくなる。作っても受講者
が少なければコスト高になるため，ある程度の人
数が確保出来る大手か，専門特化した派遣会社で
行われる傾向にある。
　事務系専門職で典型的な職種は，「経理事務」

「貿易事務」「秘書」「医療事務」「販売・営業」で
ある。「経理事務」はどの企業でも必要とされる
専門業務であり，必要とされる知識やスキルがあ
る程度統一されているため，研修として成り立ち
やすい。希望する人も多く，専門業務の中では比
較的多くの派遣元で展開できる教育訓練内容と
なっている。難しいのは，派遣先の業種が限られ
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表 3　派遣労働者が受けた教育訓練（派遣元実施）の割合（複数回答） （単位：％）

n

初級 OA
スキル研
修（初歩
のワード，
エクセル
等）

上級 OA
スキル研
修（エク
セル・マ
クロ，ア
クセス構
築等）

語学研修 職能別研
修（経理，
貿易，医
療，営業，
SE，MR
など）

ビジネス
スキル研
修（コミュ
ニケーショ
ンやマネ
ジメントな
ど）

ビジネス
マナー研
修（名刺
の渡し方
や電話応
対など）

情報保護
に関する
研修

コンプラ
イアンス
研修

派遣前研
修

公的資格
取得に関
する研修

（簿記，証
券外務員
など）

e ラーニ
ング

提携スクー
ルの割引
制度

通信教育
の費用補
助制度

キャリアカ
ウンセリン
グ・キャリ
アセミナー

以上の派
遣会社の
研修を受
けたこと
がない

無回答

全体 4473 15.0 4.7 1.5 3.7 8.3 16.3 18.8 21.3 17.7 1.4 13.7 1.1 2.5 1.8 39.5 7.0

現在の派遣業務
　　オフィスワーク系 2344 22.6 6.0 1.5 2.3 6.5 17.7 18.5 24.0 16.7 0.7 18.3 1.3 1.5 1.6 36.6 5.3

　　医療・福祉系 160 6.3 1.3 0.6 10.0 5.0 15.0 20.0 4.4 17.5 1.9 1.3 1.9 2.5 1.9 44.4 10.6

　　営業・販売系 124 6.5 1.6 0.8 2.4 8.1 13.7 15.3 16.1 21.8 ─ 4.8 0.8 0.8 3.2 46.0 4.0

IT 技術・クリエイティ
ブ，専門職系 936 10.9 6.3 2.2 8.8 19.2 26.0 31.2 29.9 18.1 3.5 17.4 1.3 7.3 3.2 30.2 5.6

　　製造業務系 566 1.4 0.9 1.9 1.2 1.9 2.3 6.9 11.3 20.7 1.1 0.7 ─ 0.5 0.2 56.4 11.0

　　軽作業系 208 3.8 ─ ─ 1.0 1.9 3.8 6.3 4.3 16.8 0.5 0.5 ─ ─ 1.9 59.1 14.4

　　その他 77 5.2 1.3 1.3 1.3 2.6 7.8 9.1 7.8 23.4 ─ 3.9 ─ 1.3 ─ 44.2 13.0

注：全体よりも 10 ポイント以上あるいは 10 ポイント以下の数値に網かけしている。
出所：JILPT（2011a）「派遣労働者調査」。
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て人数が少なくなりがちな「貿易事務」「医療事務」
や，専門的知識や技能が企業特殊的になりがちな

「販売・営業」の教育訓練である。
　表 4 は G 社の販売職の教育訓練メニューであ
る。G 社は小売業界で販売業務やインフォメー
ション，受付業務などを中心とした派遣事業を展
開している。請負業務として売場全体の運営を受
託することも多く，一般の売場スタッフから，上
は売場責任者であるチーフまでの教育訓練プログ
ラムを作っている。派遣労働者の場合は，一般の
売場スタッフがほとんどだが，職業能力が高まる
に従って，請負業務の売場のチーフやサブチーフ
に着任していく。
　派遣元に同じ職種の派遣労働者の人数が少ない
と，教育訓練を集合で行うことはコスト面からも
厳しくなる。G 社にも「貿易事務」に携わる派遣
労働者が少数存在するが，G 社だけでは教育訓練
メニューを作成するノウハウもなく，キャリアを
上昇させるような派遣先を開拓することも難しい
という。そこで G 社では，教育訓練は他の派遣
元 3 社と「アライアンス」を結んで，それぞれが
得意とする教育訓練に乗り入れて受講出来るよう
にしている。

　（2）キャリアコンサルティング
　「キャリア形成」のイメージがぼんやりとして
いる人には，キャリアコンサルティングやキャリ
アセミナー 24）が重要な「気づき」を与える場に
なる可能性がある。
　2009 年のヒアリング調査では，キャリアコン
サルティングを行っていた派遣元はいずれも大手
であった。当時 B 社にもキャリアコンサルティ
ングの担当者が 20 人いたが，東京の 1 拠点のみ
での展開であった。しかし，この 5 年で国家資格
であるキャリア・コンサルティング技能士の資格
取得を推し進め25），現在は全国の拠点に展開され，
140 人までに増加している。
　同社の派遣労働者は，稼働し始めて，150 日ご
とに，全員キャリアコンサルティングを受けるよ
うに案内される。B 社のキャリア形成・教育訓練
担当者は，「稼働から 150 日」とした理由を「緊
張感もあって今後のキャリアを考えるのに絶妙の
タイミング」だといい，「6 カ月を過ぎると，慣
れてきてキャリアのことを考えずにズルズル行
く。3 カ月だと，（派遣契約を）継続するかどうか
を最初に検討する時期」と説明する。
　キャリアコンサルティングやキャリアセミナー

表 4　G社の販売職の教育訓練内容

講座内容 時間 対象

チーフ
リーダー力向上

各 6 時間
各受託売場チーフ

（20 人前後）
チームワーク力強化
メンバー指導力向上

サブチーフ
コミュニケーション力向上

各 6 時間
各受託売場サブチーフ

（20 人前後）メンバー指導力【新人メンバー指導】

売り場スタッフ

※チーフを含め
全スタッフ対象

接客販売スキルアップ

各 2 ～ 4 時間
各受託売場スタッフ
（1 回 10 人前後）

入店時の好感度アップ
スキルアップ①

【アプローチ～ニーズチェック】
スキルアップ②

【プレゼンテーション～クロージング】
ビジュアル・マーチャンダイジング

（VMD）
婦人雑貨・衣料知識力アップ
紳士雑貨・衣料知識力アップ

お直し技術向上
固定客作り【顧客管理】

クレーム対応
新人スタッフ 基本マナー・コンサルティングセールス 各 4 ～ 6 時間 新人スタッフ

出所：G 社ヒアリング時入手資料より。
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は，キャリアの方向性をみつける目的があるため，
派遣労働を始めて初期の段階で受けることが望ま
れる。この時期に自らのキャリアに「気づき」を
持たせることで，その後の就労意欲やキャリア形
成が発展していく。
　B 社では，専属のキャリアコンサルタントが派
遣労働者に伴走してキャリア形成を支援するしく
みになっている（図 2）。多くの派遣元では，派遣
労働者に関係してくるのは，破線の円内にある派
遣先とその営業担当である。この一担当者制であ
ると，たとえ営業担当が派遣労働者からキャリア
相談を受けても，派遣先の意向を優先させてしま
う可能性がある 26）。しかし，新たな網がけの楕円
の部分の機能が加わると，職種や分野別のキャリ
アコンサルタントがより派遣労働者のキャリアの
方向性に沿った派遣先とのマッチングを実現する
ことが可能となる。担当となったキャリアコンサ
ルタントは，派遣労働者のキャリアの方向性を明
確にし，必要な情報を与え，モチベーションを高
める。体系的にキャリア形成支援を動かすには，
この二担当者制の効果は大きい。
　今回の法改正で，「希望者に対しキャリアコン
サルティング」を行うことが義務付けられたが，
受けるだけであれば，その効果は限定的だろう。

大切なことは，いかに他のシステムと連動させな
がら継続してキャリア意識を刺激出来るかにあ
る。

2　キャリアラダーの策定と賃金との連動

　法改正にあたって，「段階的・体系的に必要な
知識や技能を習得するための教育訓練」が派遣元
に義務付けられたが，「段階的」とは業務レベル
とスキルの「段階」を示すと解釈される。もっと
も簡単なイメージは図 3 に表される「キャリアラ
ダー」27）である。これは，賃金に幅を持たせてス
キルと連動していることを示している。
　キャリアラダーは労働者の現在のスキルを把握
し，次の目標段階に必要なスキルを確認し，キャ
リア形成に役立たせるものである。段階の上昇に
合わせて賃金も上昇することが想定される。例え
ば，経理事務について考えてみれば，一番下の業
務は，経理ソフトへの入力業務や伝票の仕訳など
の「補助的業務」で，初期のキャリア段階である。
次の「主体的業務」は，月次決算などをある程度
任されて主体的に業務をこなせるようになる段階
である。最後の「応用・判断業務」は，年次決算
などほとんどすべての経理業務を理解し，業務を
遂行出来るレベルである。自身の判断による業務
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図 2　B社のキャリアコンサルティング制度

派遣先 派遣労働者

営業担当 キャリア担当
（キャリアコンサルタント）

キャリアのたな卸し，スキルチェック
キャリアラダーへの位置づけ
キャリア形成へのアドバイス
教育訓練メニューの情報提供

キャリア相談

キャリアラダー向上に伴う
配置転換の意見，権限
賃金上昇の依頼

派遣労働者の仕事内容，
働きぶり，評価の共有
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が多くなる段階でもある。こういった段階的な能
力開発は，技術者派遣を専門とする多くの派遣元
で通常行われている。しかし，事務系の派遣元で
は，登録時にはスキルチェックをし，スキルレベ
ルに合わせたマッチングをするが，稼働してから
仕事ぶりや職務遂行能力の評価を行っているとこ
ろはほぼなかった 28）。
　図 3 をより具体的にしたのが表 5 の経理のキャ
リアラダーの例である。左表は，厚生労働省の委
託事業で日本人材派遣協会が実施した「キャリア
形成支援推進セミナー」の配付資料で，経理事務
のキャリアラダーの例を示している。それに対し
て右表は B 社が実際に使っているモデルである。
共通しているのは，レベル 3（ステップ 3）までの
業務内容と難易度，必要資格であり，ほぼ整合し
ている。B 社では現在ステップ 3 までは用意され
ているが，それより上の段階の「スペシャリスト」
は人数的にも少なくなるため個別に対応してい
る。賃金との連動は，東京地域では，時給 1650
円をベースとして，多少の幅を持たせながらス
テップ 1，2 ではプラス 100 円前後，ステップ 3
ではプラス 200 円前後で昇給するように作られて
いる。
　B 社がこのモデルを導入したのは 3 年前で，こ
の表を前掲図 2 のように派遣労働者本人と営業担
当，キャリア担当が共有し，スキルと賃金の連動

を意識しながらキャリア形成支援を行っている。
このモデルによって，B 社が行うキャリア形成の
イメージが派遣先に伝わりやすくなり，派遣料金
を上昇させる 1 つの客観的根拠となるため，交渉
しやすくなったという。
　表 5 の経理事務のように，企業横断的なスキル
や資格があり，ある程度レベル分けが明確になっ
ている職種と，そうでない職種がある。製造業務
や販売職は，派遣先の企業特殊な技能や知識が中
心となる。販売職では，売る商品が何であるか，
どういった商業施設かにより，必要とされるスキ
ルの内容が大幅に変わってくる。表 6 は，販売職
のキャリアラダーモデルである。
　表 6 の左表は，先の経理事務のキャリアラダー
モデルと同じく「キャリア形成支援推進セミ
ナー」で配付された，アパレル販売職のキャリア
ラダーモデル（一部抜粋）である。一方，右表は
G 社の販売職のキャリアラダーモデルで，売場運
営の責任を持つ者（チーフ），それをサポートす
る者（サブチーフ），「スタッフ」の 3 段階に分け
られている。必要とされる基礎的知識やスキルは，

「スタッフ」の段階でほぼ網羅される。サブチー
フになるとスタッフの指導や，チーフをサポート
する役割のスキルが入ってくる。販売職はシフト
勤務である場合が多く，チーフが不在の場合はサ
ブチーフが売場を任されるようになる。チーフに

（賃金）

応用・判断業務

キャリアラダー

主体的業務

キャリアラダー

補助的業務

（年齢）↑
年金受給資格年齢

図 3　キャリアラダーの概念図：業務レベルおよびスキルと賃金の関係

注：網かけ部は賃金の幅を表している。
出所：JILPT（2010a）p76。
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なると売場の責任者として，スタッフの指導，取
引先とのやりとり，クレーム対応など，管理業務
が多くを占めるようになる。時給額はスタッフで
1200 ～ 1250 円（東京地域），サブチーフ，チーフ
になると，100 ～ 200 円ずつ昇給するようになっ
ている。
　右表と左表で共通しているのは，役職を軸にレ
ベル分けがされている点であり，スキルレベルで
分けられている経理事務のキャリアラダーとは軸
になる考え方が異なることがわかる。
　以上のことから，キャリアラダー導入の効果は，
第一に，自身のキャリアの現在位置を確認出来，
次のステップへ進むモチベーションとなること。
第二に，レベル分けをすることで賃金レンジが生

まれ，このことがキャリア形成を促すインセン
ティブになる。B 社や G 社の例でも，フルタイ
ム勤務で換算して年 80 万円程度の差が生まれて
いる。第三に，派遣元にとっては，派遣先に対す
るキャリア形成支援と派遣単価の交渉時に客観的
説明ツールとなり，理解を得られやすくなること
が考えられる。
　重要なのは，これを「体系的」にキャリア形成
支援を行うための中心的ツールとして機能させら
れるかどうかである。

3�　体系的なキャリア形成支援─マッチングとジョ
ブローテーション

　B 社では，前掲図 2 のようにキャリア担当（キャ

論　文　派遣労働者のキャリア形成支援

出所：左表は「キャリア形成支援推進セミナー」配付資料（平成 27 年度厚生労働省委託事業，日本人材派遣協会主催，2015 年 11 月 26 日）。右表は B
社ヒアリング時入手資料より。

表 5　経理事務のキャリアラダーモデル

経理事務のキャリアラダーモデル� B社

経理業務分類 業務内容・業務の流れ 概ね必要とさ
れる経験

概ね必要とされる
経験スキル・資格 業務内容 時給額の

めやす

レ
ベ
ル
4

経理スペシャリスト

税務処理および連結決算業務を行う。
・税務申告
・連結決算
・有価証券報告書作成

・経理事務
　5 年以上

・�左記業務の実務
経験

・�日商簿記 1 級
or 税理士資格

― ― ―

レ
ベ
ル
3

年次決算

年次決算業務を行う。
・決算仕訳
・年次 P/L（損益計算書）作成
・年次 B/S（貸借対照表）作成
（科目ごとに集計→試算表作成→決算仕訳
→ B/S，P/L 作成→税務申告）

・経理事務
　3 年以上

・�年次決算全体概
要の理解と実務

・日商簿記 2 級

ス
テ
ッ
プ
3

年次決算に関する一連
の処理を行います。 ＋200 円

レ
ベ
ル
2

月次決算

月次決算業務を行う。
・修正仕訳
・試算表作成
・年次 P/L 作成
・年次 B/S 作成
（科目ごとに集計→試算表作成→決算仕訳
→ B/S，P/L 作成）

・経理事務
　2 年以上

・月次決算の実務
・日商簿記 2 級

ス
テ
ッ
プ
2

月次決算に関する一連
の処理を行います。 ＋100 円

レ
ベ
ル
1

日常経理

日々の経費処理を行う。
・仕訳
（伝票チェック→勘定科目設定→チェック
→伝票ファイリング）

・小口現金管理
・売掛金管理
（受注→請求書発行→顧客から入金→入金
チェック）

・買掛金管理
（請求書チェック→仕訳，支払伝票作成→
支払処理）

・経理事務
　1 年以上

・仕訳業務
・日商簿記 3 級

ス
テ
ッ
プ
1

仕訳を理解して各種経
理，財務処理を行いま
す。

（日常経理～月次補助）

＋100 円

日常経理補助 ・経理伝票入力
・仕訳補助

・経理事務
　1 年未満
・事務　
　1 年以上

・データ取扱経験
・日商簿記 3 級

チ
ャ
レ
ン
ジ

経理アシスタント業務
にチャレンジ

日商簿記検定 3 級取得
を目指します。

1650 円
（東京地
域）
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表
6　
販
売
職
の
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
モ
デ
ル

販
売
職
（
主
に
ア
パ
レ
ル
）
の
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
モ
デ
ル
�

G
社

役
職

業
務

内
容

・
業

務
の

流
れ

実
務

経
験

実
務

ス
キ

ル
ポ

ジ
シ

ョ
ン

予
算

（
目

標
）

役
職

役
割

接
客

マ
ナ

ー
販

売
ス

キ
ル

専
門

知
識

時
給

額
の

め
や

す

レ ベ ル 4
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー

・
�包

括
的

な
指

示
の

も
と

店
舗

の
運

営
を

滞
り

な
く

行
え

る

・
�店

長
，

エ
リ

ア
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（

営
業

），
M

D
（

マ
ー

チ
ャ

ン
ダ

イ
ジ

ン
グ

）・
V

M
D

（
ビ

ジ
ュ

ア
ル

マ
ー

チ
ャ

ン
ダ

イ
ジ

ン
グ

）
の

経
験

が
あ

る
。

・
�店

舗
予

算
の

責
任

を
持

っ
た

こ
と

が
あ

り
，

概
ね

達
成

し
て

い
た

実
績

が
あ

る
。

チ
ー

フ
（

3
年

以
上

）

・
�売

場
運

営
の

チ
ー

ム
責

任
者

と
し

て
必

要
な

マ
イ

ン
ド

・
知

識
・

技
術

を
身

に
つ

け
，

自
ら

実
践

で
き

る
。

・
�メ

ン
バ

ー
の

習
熟

度
合

い
に

合
わ

せ
て

指
導

が
で

き
る

。

・
販

売
ス

キ
ル

指
導

・
�売

場
の

良
好

な
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
の

醸
成

・
�取

引
先

な
ど

と
の

連
絡

・
ク

レ
ー

ム
対

応
（

二
次

対
応

，
個

別
指

導
）

＋
10

0
～

20
0

円

レ ベ ル 3

リ
ー

ダ
ー

ス
タ

ッ
フ

・
�専

門
的

な
知

識
と

経
験

が
あ

り
，

複
雑

な
業

務
も

任
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
�副

店
長（

リ
ー

ダ
ー

）
経

験
が

あ
る

。
　

　

サ
ブ

チ
ー

フ
（

1
年

～
2.5

年
以

上
）

・
�売

場
運

営
に

必
要

な
マ

イ
ン

ド
・

知
識

・
技

術
を

率
先

し
て

実
践

で
き

る
。

・
�チ

ー
フ

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

。
初

級
レ

ベ
ル

の
メ

ン
バ

ー
指

導
が

で
き

る
。

・
�コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
セ

ー
ル

ス
の

確
実

な
実

践
・

顧
客

づ
く

り

・
カ

ラ
ー

・
V

M
D

・
領

域
別

専
門

資
格

（
フ

ォ
ー

マ
ル

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

，
フ

ィ
ッ

テ
ィ

ン
グ

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

，
ギ

フ
ト

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

）
＋

10
0

～
20

0
円

レ ベ ル 2

レ
ギ

ュ
ラ

ー
ス

タ
ッ

フ

・
�通

常
業

務
に

つ
い

て
は

自
ら

業
務

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

。
※

�販
売

業
務（

業
界

）
経

験
1

年
以

上

・
�洋

服
や

フ
ァ

ッ
シ

ョ
ン

小
物

の
販

売
経

験
が

あ
る

。
・

�同
系

ブ
ラ

ン
ド

の
洋

服
販

売
経

験
が

あ
る

。

・
��採

寸
・

丈
ツ

メ
が

で
き

る
。

・
��テ

キ
ス

タ
イ

ル
や

素
材

，
パ

タ
ー

ン
に

つ
い

て
の

知
識

を
も

と
に

接
客

で
き

る
。

・
��シ

フ
ト

管
理

が
で

き
る

。

・
�売

上
管

理
が

で
き

る
。

・
�個

人
予

算
を

持
っ

た
こ

と
が

あ
り

，
概

ね
達

成
し

て
い

た
実

績
が

あ
る

。

レ ベ ル 1

エ
ン

ト
リ

ー
ス

タ
ッ

フ

・
�販

売
業

務
に

お
け

る
経

験
に

は
乏

し
い

が
，

助
言

や
指

導
を

得
な

が
ら

業
務

を
遂

行
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
�販

売
業

務（
業

界
）

経
験

1
年

未
満

・
�な

ん
ら

か
の

接
客

経
験

，
ま

た
は

販
売

経
験

が
あ

る
。

・
�PO

S
レ

ジ
が

扱
え

る
。

・
�個

人
予

算
を

持
っ

た
こ

と
が

あ
る

。

ス
タ

ッ
フ

（
入

社
～

1
年

）

・
�売

場
の

一
員

と
し

て
販

売
員

の
マ

イ
ン

ド
を

理
解

し
，

接
客

に
必

要
な

基
本

知
識

・
技

術
を

実
践

で
き

る
。

・
お

も
て

な
し

・
基

本
マ

ナ
ー

・
�コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
セ

ー
ル

ス
の

ス
テ

ッ
プ

の
理

解
と

実
践

・
�進

物
体

裁
の

基
本（

包
装

，慶
弔

時
の

対
応

）

・
�担

当
商

品
の

商
品

知
識

12
00

～
12

50
円

（
ベ

ー
ス

：
東

京
）

出
所

：
左

表
は

「
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
推

進
セ

ミ
ナ

ー
」

配
付

資
料

（
平

成
27

年
度

厚
生

労
働

省
委

託
事

業
，

日
本

人
材

派
遣

協
会

主
催

，
20

15
年

11
月

26
日

）。
右

表
は

G
社

ヒ
ア

リ
ン

グ
時

入
手

資
料

よ
り

。
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リアコンサルタント）が「体系」の中心となり，
タイミングをみながらキャリアコンサルティング
を行い，教育訓練の受講を促している。それだけ
でなく，派遣労働者のキャリアの伸長に必要と判
断すればキャリア担当者が介入して，現在の派遣
先から他へ移動させることもある。派遣先との関
係がよいことを理由に同じ派遣先で同じ業務を続
けるのではなく，よりスキル向上を望める派遣先
にマッチングしていくという。この点は，5 年前
の調査ではみられなかった変化であり，技術系派
遣元のやり方に似た，より主体的なキャリア形成
を考えたマッチングが行われるようになってきて
いる 29）。B 社のキャリア形成・教育訓練制度担当
者は，キャリア担当者が介入して派遣先を移動さ
せるケースでは，派遣料金と賃金が上昇している
といい，派遣労働者のスキル上昇がマッチングに
よって付加価値を向上させる循環が出来始めてい
るという。
「目標設定をして，勉強してスキルアップして，ポ
ストを変えていく。キャリアコンサルティングと
教育支援，就労支援の三位一体で動いていってい
るんです。それが実感として成果が出てきたなと
思いますね。」（B 社，教育訓練制度担当者）

　B 社は大手の事務系派遣会社であるため，多く
の派遣先を抱えている。こういったことがキャリ
ア形成のために派遣先を移動させる，ジョブロー
テーションを可能にする 1 つの条件でもある。例
えば，一般事務から経理事務に移動する際も，業
務内容が類似した営業事務を一旦間に嚙ませて，
キャリアチェンジを行うことが出来る。同じ月次
処理を行っている経理事務でも，業種や規模別で
担当する業務の内容に変化を与えてキャリアの幅
を広げることが出来る。しかし，根本的にキャリ
アが展開出来るくらいの派遣先を抱えていないと
ジョブローテーションは難しい。
　G 社の場合は，職種が販売とインフォメーショ
ン，受付業務にほぼ特化しており，この職種の中
であればジョブローテーションは可能である。教
育訓練事例（前掲表 4）と，G 社のキャリアラダー

（表 6）は連動しており，担当者が年 2 回の面談を
行い必要な研修を受けるように促し，「最低でも
3 年，出来れば 5 年先の視点でキャリアを考える」

という。リーダーなどの管理的立場が出来るよう
になると派遣よりも，売場や店舗ごと請負業務で
行っている職場に配置されることが多くなるとい
う。その際には，登録型派遣ではなく，契約社員
や正社員といった常用の雇用形態に転換していく
という。
　派遣元にとっては，自らの強みである「マッチ
ング」の機能を使ってキャリア形成を実現してい
けることが何よりも重要である。しかし，派遣労
働者のキャリア形成をマッチングで実現するに
は，ある一定の職種でローテーション出来る派遣
先の数（幅）が必要であり，またスキルが上昇し
ていった時に，より上のレベルでの派遣先（高さ）
も必要になってくると予想される。

Ⅳ　まとめと課題

　派遣労働者のキャリア形成支援についてまとめ
ておきたい。今回の派遣法改正で，派遣労働者の
キャリア形成のあり方が変化してくる可能性があ
る。法で示された「体系的・段階的な教育訓練」
と「キャリアコンサルティング」がすでに現実味
を持って事例として現れてきている。キャリアラ
ダーにみられるような「段階的」な職種別のスキ
ルレベルの振り分けと，ゆるやかな賃金の紐付け
がみられる。それを研修などの教育訓練やキャリ
アコンサルティングと「体系的」に結びつけてい
る。キャリアコンサルタントの重要性が高まり，
派遣労働者のキャリア形成を考えたマッチングが
行われるようになってきている。
　入口から出口にかけてのキャリア形成支援の段
階を示すと，図 4 のようになるだろう。キャリア
形成支援で初期に重要なのは，「気づき」を与え，
能動的にキャリアを模索するように仕掛けること
である。特にキャリアコンサルティングによる意
識付けが必要なのは，キャリア意識が「ぼんやり
している」層に対してであろう。大竹・李（2011）
の分析では，女性で派遣労働で働いている人には
2 タイプあり，特に派遣労働で長期間働いていて，

「後回し行動」30）の程度が高いタイプについては
早い段階で識別して適切に指導をすることが重要
としている。

論　文　派遣労働者のキャリア形成支援
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　次の段階では，キャリアラダーで自分の現在位
置を確認し，目標設定をして必要な職業能力を身
につけていけるように教育訓練を行っていく。さ
らに進むと，本人のキャリア目標に近づけるよう
なジョブローテーションをかけていく。最終的に
は，本人が希望するキャリアの出口に到達させる。
　派遣労働者のキャリア形成支援を進めていく上
で，派遣元にとっての課題は大きく 4 つ考えられ
る。第一に，最大の問題はコストである。キャリ
ア形成支援は派遣元にとって大きなコスト増にな
る。実際，回収の方策を考えておかないと成り立
たないだろう。技術系派遣元や B 社のように付加
価値を高めることで費用を回収していくのか。ち
なみに，B 社ではキャリア担当と営業担当の二担
当制をとっているのは，派遣労働者がキャリア
アップの意思を持っている場合のみである 31）。教
育訓練費用投下の「集中と選択」は，効果的な支
援を行う上でも重要な戦略となっている。あるい
は，G 社のように請負業務を拡大して投資費用を
回収していくのか。G 社は他社と研修メニューの
相互乗り入れを行うことで研修費用のコストダウ
ンを狙い，さらに得意分野の教育訓練を強化して
商材とし，広く受講してもらうことでの回収も見
込んでいる。
　第二に，キャリア形成を考えたジョブローテー
ションが出来る派遣先を確保出来るかである。B
社や G 社は比較的上手く回せる状況にあるが，
中小規模の派遣元では派遣先が限定されて，キャ
リアが頭打ちになる可能性が高い。方向性として
は，自らの持つ人材や派遣先の特徴をみつけて専
門化していく道を探る必要があるだろう。また，

派遣元同士で協力体制を作り，派遣先を融通しあ
うことも考えられるかもしれない。
　第三に，社内人材の育成の問題である。派遣労
働者が派遣元の担当者を信頼して自身のキャリア
を任せようと思うか思わないかは重要な鍵であ
る。そのためにも派遣元の担当者をキャリア形成
の専門知識を持った，派遣労働者とキャリア意識
を共有出来る人材に育成する必要があるだろう。
また，派遣先を派遣労働者のキャリア形成支援に
巻き込める手腕も問われるようになってくるだろ
う。
　第四に，職種によってキャリアラダーの作成が
難しいことである。特に，製造業務などのように，
派遣先の企業特殊技能に依存する職種では，企業
横断的なキャリアラダーを作ることが難しい。派
遣労働者の技能評価を派遣先を巻き込んで行える
か，それに段階的な賃金を紐付けられるか，出口
として直接雇用化は見込めるのか。事務系や技術
系派遣とは異なったキャリアラダーの形を工夫す
る必要があるだろう。
　社会にとっては，最終的に各派遣元が持つキャ
リアラダーを業界内や地域でアライアンスを組
み，共通化できるかということが課題になってく
るだろう。共通化できれば，派遣労働者はキャリ
アの持ち運び 32）が可能となるだけでなく，同じ職
種，同じレベルでの賃金の大幅な切り下げやダン
ピングから身を守ることが可能となるだろう。ア
メリカでは，外部労働市場に位置する労働者の
キャリアの上昇を促そうと，各地域，産業の労働
組合や協同組合，NPO が中心となって，それを
政府機関が手助けする形で職業別のキャリアラ

③出口
・正社員化
・無期雇用化

②就業過程 ・派遣先との情報共有 ・スペシャリスト化
・ジョブローテーション

・キャリアラダー
・教育訓練

・キャリアたな卸しと方向の見出し
①入口 ・キャリア意識の醸成
・未経験者のマッチング

図 4　派遣労働におけるキャリア形成支援の段階
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ダーが構築されるケースがみられてきている
（Fitzgerald�2006）。地域や企業横断のキャリアラ
ダーで賃金を連動させるために，利害関係を超え
て問題意識を一致させ足並みを揃えることが何よ
りも難しいところであるようだ。派遣労働におい
て，業界共通で職種別のキャリアラダーを構築す
ることが出来れば，職種とスキルの概念が形成さ
れ，賃金が紐付いてくる可能性があり，他の雇用
形態の同じ職種で同一労働同一賃金が進んでいく
可能性も秘めている。

 1）本庄（2016）は，著書の中で 2015 年改正法の評価を行い，
従来の常用代替防止目的からの事業規制ではなく，派遣労働
者の保護を図る目的で，個々の労働者の就労条件に着目した
労働法的な規制へと軸足を移す改正として，基本的な方向性
を支持できるとする。その上で，これまでの改正との関係も
含め整合しない過渡的な内容もあるとする（pp.394-395）。

 2）総務省統計局（2015 年）『労働力調査』。
 3）JILPT（2010a）pp.28-41，同（2010b）pp.11-19。
 4）「ジョブ型」とは，職務による採用や職務遂行能力に応じて

雇用の継続や待遇が決まる雇用の形。日本の一般的な雇用シ
ステムはそれに相対する「メンバーシップ型」といわれる。
濱口（2009，2012）。

 5）今回の法改正で従来の「一般労働者派遣事業（許可）」と
「特定労働者派遣事業（届出）」の区分を廃止し，すべて許可
制となった。

 6）島貫・守島（2004）。
 7）Arulampalam�and�Booth（1998），Booth,�Francesconi�and�

Frank（2002）。
 8）JILPT（2014）「多様な就業形態と人材ポートフォリオに

関する実態調査」（事業所・従業員調査）2014 年 1 月実施。
 9）派遣契約が反復更新されて結果的に長期に渡って同一の派

遣先に働いていたとしても，雇用契約期間が短い場合は雇用
不安に結びつくことがわかっている（小野（2011））。

10）木村（2010）pp.61-63。
11）佐野・高橋（2009）
12）JILPT（2010a）の事例。「新卒レベル」から「全体構想・

計画責任者レベル」までの 6 段階あり，「新卒レベル」の派
遣単価は 1 時間当たり 3600 ～ 3700 円であった（p.222）。

13）JILPT（2010a）pp.219-230。
14）「キャリアカウンセリング」と「キャリアコンサルティング」

は同義語で使われるが，2008 年に国の技能検定制度として
「キャリア・コンサルティング技能士」が新設されたことも
あり，「キャリアコンサルティング」の呼び方が定着してき
ている。2016 年 4 月からは「キャリアコンサルタント」に
なるためには厚生労働大臣の指定登録機関においてキャリア
コンサルタント名簿に登録することが必要となり，5 年ごと
の更新が必要となった。

15）木村（2010）。特にキャリアカウンセリングに関して，「派
遣会社にとって長期的に有力な戦力となりうる人たちを，自
社の登録者となるように「惹きつける」ことを目的として導
入されていると考えられる」とする（p.66）。

16）JILPT（2010a）pp.18-21，奥田（2013）pp.14-37。
17）奥田（2011）pp.19-59。

18）小野（2013）pp.41-46。この他に派遣契約期間は短期より
も中期，長期の方がキャリア形成可能とする傾向が強く，「製
造業務」や「軽作業」に従事する者は「事務職」に従事する
者に比べてキャリア形成が難しいと感じていることが明らか
になっている。

19）玄田（2008）や堀（2007）の研究からは，同一企業におけ
る非正規社員のキャリアが 2 ～ 5 年の場合，正社員への雇用
に有利に働くことを明らかにしている。逆に，それ以上長く
なると離脱が難しくなる。

20）JILPT（2011a）。
21）JILPT（2010a）pp.219-230。
22）JILPT（2010a）pp.199-210。
23）ヒアリングの主な対象は，それぞれの派遣元で能力開発や

キャリア形成のシステムやプログラムに関する責任者であ
る。

24）キャリアセミナーはキャリアコンサルタントなどの講師が
座学で教える形式のものが一般的であるが，それ以外に，同
じ職種の派遣労働者を集め，交流することで自身のキャリア
の位置や方向性を見出す方法もある。技術系派遣元では頻繁
に同種の分野で情報交換や勉強会を行っているが，事務系の
派遣元でもみられるようになってきている。

25）資格取得にあたっては，社内選抜型研修のしくみがある。
該当者への研修費はすべて会社が負担し，講師を呼んで集合
型研修を行い，復習のための e ラーニングも整備されている。
資格を取得し実務で活用する場合には，資格手当が付く。

26）松浦（2009）は，マッチングが行われる過程で派遣先の意
向が優先し，派遣労働者のキャリア形成にまで目を向けられ
ない営業担当の立場をキャリア形成支援の課題として挙げて
いる。

27）キャリアラダーの派遣労働者への適用については，JILPT
（2010a）pp.75-77，JILPT（2011b）pp.213-218 で 考 察 し て
いる。

28）JILPT（2010a）pp.14-21。製造業務や軽作業系では入職
時のスキルチェックもほぼない（同，pp.199-218）。

29）これまでの研究からも，キャリア形成を考えたマッチング
を行っている事例はみられている。しかし，佐藤（2010）は，

「どれだけ徹底して実施出来ているかは派遣会社によって異
なるのが現状」とし，キャリア形成支援を効果的に行うには，
①キャリア形成支援とリンクした事業戦略，②自社の営業社
員の取組み（キャリア形成支援を可能とする派遣先の開拓，
キャリア形成支援の意識付け，ノウハウの提供）が鍵となる
とする（p.18）。

30）当分析では，調査対象者の選好を識別するために，子供の
頃の休み中の宿題をいつやったか，いつやるつもりだったか
の差に注目して「後回し行動の程度」の指標を作成している。

31）B 社で稼働している派遣労働者の約 8 割がキャリアアップ
の意思を持っているという。

32）共有化したキャリアラダーを元にキャリアコンサルティン
グをし，その際に「ジョブカード」もしくはそれに類する
ツールが開発されれば，さらに現実的になるだろう。小杉

（2011）は非正規雇用の職業訓練にジョブカード制度が有効
であるとしている。
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